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（1）スポーツの本質究明と主体形成

　　　　　　　　　　　　　　　内海和雄
　1．問題状況とテーマ設定の意図

　国民スポーツ研究は，それ自体国民の民主的ス

ポーツ活動の主体としての形成を意図したもので

あり，スポーツ運動も主体形成の一環にある。さ

らにスポーツの歴史学，社会学，心理学，生理学

等々の研究も国民の主体形成に収敷されてゆく必

要があるであろう。

　しかしここでは特に，主体形成がスポーツの本

質論との関わりで問題化されている状況を把握し，

スポーツの本質研究のうえでの論点整理と課題提

起を行おうと思う。

　（1）スボーツ運動の分野から

　新日本体育連盟東京都連盟の第18回総会（’83・

3・6）決議によれば，クラブ活動の発展のため

には，三つの活動すなわち①スボーツの技術的活

動，②施設確保などの社会的活動，③民主的運営

などの組識的活動を統一してすすめることを強調

しているo

　①では，練習会の充実，指導陣の充実，競技会

への参加，さらに初心者も上級者も大切にするク

ラブの建設を目ざしている。

　②ではスボーツ活動の前提ともいうべき，公共

スポーッ施設，交通費，用具問題，スキーリフト

の子供，障害者への割引運動，さらにはそれらの

確保のための自治体交渉，そしてスボーツを通し

ての平和運動などの視野も重視している。

　③では「クラブ・君が主人公」を地で行くよう

に，組織，財政，技術面で構成員の平等な権利義

務を基礎とした民主的運営と組織拡大が強調され

ているo

　以上の三点が，民主的スポーッ運動のめざす主

体形成の内実として提起されている。そして，①

②③の論点はスポーツの本質にとっていかなる関

係にあるのか・その究明が求められている。

　（21学校体育の分野から

　学校における体育科教育では，体育科で子ども

たちにどんな力をつけるのか，という学力論が問

題となっているが・その学力像をめぐってはいく

つかの論議がなされている（内海和雄『体育科の

学力と目標』参照）。そのうちの一つの典型とし

て草深直臣の提案（「国民のスポーッ権と体育科

教育の任務」『保健・体育』民教連編）を見てみ

よう。草深は，「スポーツの権利主体にふさわし

く獲得されるべき学力」として，①技術的・技能

的能力，②組織・運営・管理能力，③スポーツの

社会科学的認識の三点をあげている。

　これは，先の新体連の①③②と対応すると考え

られるが，はからずもここで，社会におけるスポ

ーッ主体と体育科でのスボーツ主体の内実が一致

していることが理解できる。そしてここでも，草

深のいう①②③はスポーツの本質と関ってどのよ

うな位置と性格を持つのであろうか。

　（3）スポーッと倫理・道徳性

　敗戦直後の学校体育では，教科の内外を問わず

戦前・中の軍国主義に悪用された経験を否定し，

民主主義育成の旗頭としてスポーッが活用された
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ことは周知の事実である。武道や体操などの個人

種目とは異なり，スポーッの多くは集団種目であ

るから，協調心も培われ，民主主義のトレーニン

グの場として歓迎された。しかしその後の歴史は，

あるいは現在のトッブレペルのスポーッ場面では，

それが民主主義の育成どころかかえって軍国主義

の温存地帯となったり，勝利至上主義の弊害によ

って，チーム内の生存競争，そしてそれからくる

敵対意識の壌成の場ともなっている。

　このようななかで，スポーッと倫理・道徳との

関係の研究も進められてはいるが，スポーッが倫

理・道徳にとって善なのか悪なのかは未だ結論は

出されていない。いずれにせよスポーッの本質と

その究明の方法が未分化である間はその結論は導

き出せないであろう。

　（4）スポーツの競争性否定から

　スポーツとはその本質に競争性を有し，そのこ

とがスポーツの面白さを構成する一つの要因とな

っている。しかしスポーツをとりまく多くの競争

的要因は，スポーツの競争性を幾重にも屈折させ

ている。このようななかで競争性の質の識別がで

きず，いきおい競争性の全面否定を行うことによ

り，スポーツそれ自体をも否定する，たとえば「

ト・ブス」論などの動きもある。

　以上のように，スポーツにおける主体形成を追

究するうえで，スポーツの本質究明は不可避な課

題となっている。逆に本質論での論点が整理され

ることは，主体形成における論点もより鮮明化さ

れることである。

　2，スポーツ把握の先行研究とその特徴

　ここに載せた先行研究とは，つい最近に読んだ

ものであり，体系的研究総括に基づいたものでは

ないことを先ず記しておく・　（それは今後の課題

として強く意識している）

　（D　J・ミッチェナー『スポーッの危機一ど

　　こが間違っているか一』

　ミヅチェナーはこのなかで，スポーツをとらえ

るうえでの三つの視点として次のものをあげてい

る。①参加する者にとっても楽しいもの・②健康

を増進するもの，③大衆に娯楽を提供するもので

ある。ミッチェナーは②を彼の価値体系の頂点に

置きたいと述べている。さらに彼は第4の視点と

も言うべき，スポーツが人格形成に役立つかどう

かの賛否両論を紹介している。そして彼自身は，

「ひのき舞台で脚光を浴びるようなスポーツが，

参加する若者たちの性格を変えてより立派な人間

にすることに，はたして大きく貢献するかどうか

疑問を持っている」　（上，24べ一ジ）との立場に

立っているo

　彼のこの著書は，全13章から構成され，現代ア

メリカにおけるスポーッが抱える諸問題を鋭くえ

ぐり出したものである。その幾つかを掲げれば，

スポーツにおける人種差別，性差別，少年野球で

の歪められる子供たち，マスコミの功罪，政治的

利用等々である。

　これら諸問題の多くは日本にも共通するもので

あり，日本の分析にとって有益だが，スポーッの

本質との関わりにおいてどのように整理されるべ

きであろうか。

　ミッチェナー自身はスボーツの全面否定を行う

どころか，大のスポーツ愛好家であり，「健全な

る競争は自然の摂理」　（491ページ）であり「私は

健全なる競争は大好きだ」　（同）と述べ，スポー

ツの健全な発展を希求している。

　（2）A・グートマン『スポーツと現代アメリカ』

　これは，ウェーバー主義者を自認する歴史学者

がスポーツ把握を試みたものであり，原題はFrom

Ri　tual　to　Record（儀式から記録へ）　である。

　グートマンは，スポーッの概念規定を図のよう

に遊びから降りて行き，Playful　Physical　Con－

tests（P14原著〉と，非歴史的規定を行う。

遊び

自然発生的な遊ぴ　組織化された遊び（ゲーム）

競争しないゲーム　競争するゲーム（競技）

頭を使う競技　肉体を使う競技（スポーツ）
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　そうしてそのスポーツが歴史的な変遷をとげる

ときその「文化背景によって同一ゲームの意味は

変わる」（P11）として，原始から現代へのスボ

ーツの変遷をえがき（表参照），現代スポーツを
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　　　　　（○はあり，xはなしを示す）

7つの特徴を持ったものとしてとらえている。そ

れは表の縦軸にみられるように，イ．世俗化，・．

平等化，へ　専門化，r　合理化，ホ．官僚化，

へ　数量化，ト．記録化である。これらの特徴は

現代社会の特徴でもあり，その社会の中にあるス

ボーツは，その文化背景の性格を帯びるのである。

　これらの特徴は並列的に提起されているが，ス

ポーツの本質論から見た場合どのように構造化さ

れうるのであろうか。

　（3）A・ヴォール『近代スポーツの社会史』他

　ヴォールの近代スポーツの把握の方法は，スポ

ーッの社会的規定の視点からとらえたものであり

次のようにテーゼ風に描き出すことができる。

　イ．社会的・経済的基礎に規定された身体文化

　　の発展

　・．身体文化と近代スポーツの識別と統一

　へ　資本主義的生産様式のもとでの近代スポー

　　ツの誕生

　二。　「抽象的・一般的な身体運動の体系」とし

　　ての近代スボーツ

　ホ各時代の身体的要請を中軸とする身体文化

　把握
　へ　身体文化の相対的独立，独自的発展性

　しかし彼はこの中で，相対的独立性，発展性を

もつスボーツそれ自体の分析は行っていないQこ

の点について若干触れているのが『国際スポーツ

社会学』誌VoL1の論文中の規定である。そこ

では・娯楽性，競争性，スポーツによる特殊な社

会構成，機能性があげられている。

　このようなスポーッそれ自体の規定と，それを

支える社会的・経済的基礎はスポーツの本質把握

のうえでいかなる関係にあるのであろうか。

　（4｝内海和雄『体育科の学力と目標』

　内海はこの中で，運動文化財とそれをとりまく

組織，社会，そしてそれらの歴史を含めたものを

運動文化として両者を区別した。

　そして前者の運動文化財の構造を，本質（自然

的属性と社会的属性の対立物の統一）一実体（運

動技術一有用運動）一現象（スポーツの進行）

の三層としてとらえた。

　さらに運動文化財は技術を媒介として人間に享

受されるのであり，科学一技術一般の性格と同様

に，それ自体の階級的性格は中立的であり，両刃

の剣といえようo

　したがって技術学習の授業あるいは練習はそれ

自体中立的であり，そのことが即道徳性の高揚と

結合するものでもない。このことは，学習過程，

組織過程の重要性を如実に示すものとなっている。

3．スポーツの構造・歴史（スポーツ的世界の

形成）

二：二

一歴　史

　　　　↑

◎欝
c　　↓

　スボーッの本質論に関ってこれまでに提起され

た論点の性格を整理・分類してみると，構造的な

ものと歴史的なものとに分けられる。

　スポーツの本質に関っていまここではその構造

の把握について述べてみると，上図にみるように

A，B，Cの三層構造が描けるであろう。

　A一スボーツそれ自体……運動文化財，スポ

　　ーツ的世界の中核。これは，冒頭に述べた新

　　日本体育連盟東京都連盟の①スポーツの技術
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　　的活動であり，学力論における草深の，技術

　　的・技能的能力である。

　　　さらに，スボーッそれ自体がもつ競争とし

　　てグートマンの・ハニヘやミッチェナーの健

　　全な競争・さらにヴォールのニホヘである。

　　　そして内海の本質・実体・現象という三層

　　はまさにこのAのレベルでの構造化である。

　B一スポーツ組織の活動……クラブ，連盟な

　　ど，スポーツ固有の組織とその活動である。

　　　新体連の③民主的運営などの組織的活動や

　　草深の②組織的・運営・管理能力がこれに対

　　応するQさらにスポーッの国際組織等もこの

　　延長線上に位置づくであろう。

　　　グートマンのホ（官僚化）もここに入る。

　C一スポーツの社会的意義……社会，地域～

　　世界におげるスポーツの意義，社会体制，マ

　　スコミ等，スポーツ的世界の基底。

　　　ヴォールのイロハはまさにこの最も外側で

　　ある社会的基底からのスポーツの位置づけと

　　スポーツの社会的機能，およびそれらの歴史

　　的展開である。さらに新体連の②施設確保な

　　どの社会的活動，草深の③スポーツの社会科

　　学的認識もこのレペルに対応するであろう。

　　　またグートマンのイはここに入るo

　さらにDともいうべき，スポーツ活動主体の主

観的スポーツ観があげられるであろう。これは，

これまでみてきた客体としてのスポーツを反映し

つつも，主観としてのスポーツ観として再構成さ

れたものであるo

　さて，上記のABCおよぴDの各階層はそれぞ

れのレベルに応じた階層と構造を持っている。

　また歴史的にも現代へと発展を示しているとと

らえられるo

　ところで，先の内海の論文では，Aの三層構造

の最も根本的なところをスポーツの本質と呼んで

いたが，以上のようなスポーツ的世界が描かれる

とき，「スポーツの本質」とはいったい何を満た

すことによってそう呼べるのか，ということは概

念規定上重要な問題であり，今後の課題としたい・

　4，スポーツに関る競争

　以上のような構造と歴史でスポーツ的世界がと

らえられるとき，多くの著者から語られているス

ポーツに関る競争はその構造とのかかわりにおい

てどのようにとらえられるのであろうか。

　（1）スポーツ参加における競争

　これはこれまで社会的な差別として言われてき

たことである。階級，人種，性などである。ミッ

チェナーはこのいくつかの点を強調したし，グー

トマンも同様である。ヴォールは『近代スボーツ

の社会史』の中で次のように述ぺている。

　　「万人のためのスボーツはあらゆる社会的，

　民族的，階級的，性的，人種的差別の除去を前

　提とする……（中略）。　　　少年の賃労働の

　廃止，労働時間の短縮，農村の機械化，都市と

　農村の格差是正，学校制度の充実，大衆への国

　家的援助」。

　新体連東京都連盟の決議にあった②施設確保な

どの社会的活動とは，自治体との交渉等をも含む

ものであるが，高額な民間資本による営利的スボ

ーッ施設が多くなっているなかで，自治体や国に

ょる公共のスポーッ施設の建設とその運営の民主

化等はまさに，国民にとってスポーッ参加におけ

る競争そのものなのである。

　（21スボーッそれ自体がもつ競争

　スポーッとはそれ自体の文化様式として競争性

を持っているQグートマンの・ハニヘはもちろん

ヴォールも競争性を現代スポーッの特徴として掲

げているし，この点での例は枚挙にいとまがない。

　この点での否定はスポーツ否定とならざるをえ

ない。その典型例が冒頭に述べた「ト・プス」論

である。人間が二人集まればそこには何らかの競

争性が生まれる。それが良く生きれば相互に励ま

し合う力となる。他方それが悪しく働けば蹴落し

の手段である。後者をもって前者をも全面否定す

ることはあまりに短絡化しすぎているのではある

まいか。

　（3）スボーッの結果（記録）がもつ競争

　これは勝利の持つ社会的意味とでも言えよう。

グートマンのへ．卜，ミッチェナーも多くこの点に
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は触れている。つまり勝利至上主義，賭，奨学金，

コマーシャリズム，ナショナリズムなどがここで

は関ってくるo

　非常に接近した記録でも1位と2位ではその社

会的意義は違ってくるし，そのことが逆に（2）のス

ポーッそれ自体が持つ競争性をゆがめることにな

るのである。

　以上の，スポーツに関る競争の三つの側面を先

のスポーッの構造との関係で見ると図のようにな

るであろうo

　　　　　　　　　（1》スポーツ参加における競
　　　　　C　　　　一争
　　　　　B
　　　　　A　　　　（2）スボーツそれ自体がもつ

　　　　　　　　　　競争

　　　　　　　　　（3）スポーツの結果（記録）が

　　　　　　　　　　もつ競争

　っまり（Dスボーツ参加における競争とは，構造

におけるCの立場からB，Aへの接近のうえでの

競争である。（2）スポーツそれ自体がもつ競争とは

まさにAのスポーツそれ自体が文化的性格として

持っている競争性のことである。そして13）スボー

ツの結果（記録）がもつ競争は，Aないしは（2）が

Cという社会的背景のもとで持つところの意義な

のであるo

　このように見るとき，スポーツに関る競争の総

てが問題なのか，それとも（Dや13）の方に問題があ

るのかが一目瞭然である。スポーツという文化の

正しい継承・発展のためにもこのような識別のも

とに，是非を明確にして対応’ てゆくことが必要

であろう。

　5，その他若干の論点

　ここでは以上では触れられなかったその他の，

スボーツの本質に関る若干の論点に触れ，今後

の課題としておきたい。

　（1）スポーツの「中立性」について

　内海は，スポーッの本質（構造におけるA　l／ペ

ル）は技術を介して習得されるところから，その

階級的性格は両刃の剣的存在であり，そのことが

即倫理・道徳上の向上あるいは低下に関るもので

ないこと，そしてそれは政治的な意味でも階級的

なものでないのではないかと述べた。

　この点でA・グートマンはウニーバー主義の立

場から，スポーツの本質についての階級性，ない

し中立性については中立的・脱階級的に扱ってい

るものの，論理的に結論付けて述ぺているわけで

はないo

　しかるにA・グォールの場合『近代スポーツの

社会史』の212頁以降では，「スポーツの中立性」

をきっぱりと否定している。中立性を主張すると

き，それはきわめて政治的な意図に組み込まれる

ときの隠れみのに使われたことを例証しそう結論

づけている。

　しかしヴォールのその議論は，構造のA　B　Cす

べてに関ることではなく，B，Cというスポーツ

組織あるいは社会的意味のレベルのことではない

かと思う。ヴォールのスポーツ把握の方法におけ

るニホヘはまさに，Aに関っての．中立的性格の

ものではないかと思われるからであるo

　（2）労働とスポーツの関係

　ヴォールは同書137ページにおいて身体文化と

生産について触れたなかで，スポーッと労働は「

同根異種」としての把握をしている。内海も同様

であるが，ブレィ論的スポーツ論からはこうした

マルクス主義的解釈への異論も出されており，今

後より一層深めるべき課題である。

　（3｝身体文化，スポーツ的世界の総体的把握

　内海は前書の中で「身体文化と教育の構造」を

研究テーマとしているが，ヴォールも身体文化と

近代スポーツとを明確に識別しているQヴォール

のこの点はグートマンにはない一歩進んだ点であ

るo

　しかしヴォールの意味する身体文化の範囲，そ

の内的構造の解明は今後の課題である。

　さらに，スポーッについても，その構造におけ

るA　B　C，そしてその全体の歴史的展開は，これ

までの技術史，競技史，組織史，制度史，思想史

等々の個別の領域を視野に置くものであるが，そ

れらが統合されたような記述上の方法はありうる

かということも追求したい課題であるQ
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　（4）スポーッと民主主義

　以上，スポーツの本質究明と主体形成について，

主に本質論を中心に議論をすすめてきた・本報告

はそのための第一報とでも言えるものであり，今

後の議論の論点提示をしたものである。

　ところで以上の課題は，総体としてあるいは究

極としてスポーッと民主主義との関連を問うこと

になるであろう。

　現在の社会における主体形成の内実はとりもな

おさず民主主義の担い手としてのそれである。し

からばスポーツの分野において民主主義とは何か，

それを担う主体像は何か，どのように形成される

のか，等が強く求められている・

（2　「スポーツと人間的自由」のパラダイム

　　　　　　　　　　　　　　　上野卓郎
1　主題の設定と理論史的焦点

　スボーツの本質究明と主体形成というテーマヘ

のアブローチとして，その両項をそれぞれ別個に

論じてその両者の統一をはかる，あるいはどう統

一するかの方法をさぐるという論理がある。しか

し私は，主体形成の理論構造にとって本質究明の

論理が要となるという見地をとる。文化としての

スポーツの特質把握に関って，虚構性の問題など

の検討は不可欠であるが，その前段として本報告

では，同化・異化論による認識論・実践論，対象

化・非対象化論による労働論を本質究明の理論的

枠組に導入することを提起する。私のスポーッ論

的視点は，あくまでも人間的自由の追求にスポー

ツをみるということである・そしてこのことに主

体形成も関るとみる。荒削りなデッサンとして私

のスポーツ本質論の枠組を次の（1）で提示して本報

告の前提とする。

　（D　理論的基礎を，主体・客体の弁証法とその

唯物論的理解，したがって認識論におく。しかし・

それを単なる認識過程の理論とするのは一面的で

ある。スボーツ的世界，スポーツ空間を自然に制

約されたものとみなすと同時に自然から自由にな

る過程として，そうするとまた人間としての制約

をこうむるものとして把握する。ここで，人間が

形成したスポーッの実在的・客観的構造を諸関係

の中で論じること，つまり連関が存在することと

それがいかなるものかを明らかにする構造論が重

要である。その連関は，スボーッ・人間・自由，

その基礎に，自然・文化・社会という総体性を形

づくると思う・しかし，この総体性の把握とその

理論構成は簡単にはできない。さしあたり・スボ

ーツというものとして共通に了解しうるものは何

かを確認する必要がある。それは日常の行為とは

異なるものとして了解しうる。このとき，日常・

非日常，実用・非実用のカテゴリーが有効性を発

揮する。そして，ドラマ性を含むものとして，人

間も含む自然の制御をスポーツ活動の意味論的契

機においてつかむことができよう。ところで，ス

ポーッの本質にふれるとはどういうことか，ある

いは，どのように本質をつかむかという問題があ

る。ここで狭義の認識論として論じる必然性が生

じるのではないか。スポーツをする人がストレー

トにスポーツの本質を認識しえるわけではなかろ

う。直観的につかむことが多いし，“これこそが

スポーツの本質だ”式の認識が吐露される・それ

は貴重ではあるが，それをスポーツの本質論とす

るわけにはいくまい。また，その直観と理論的認

識にはズレが生じる。そのズレを明らかにするこ

とも本質論の課題であろう。これを同化・異化論

で論じることができるのではないかo以上のデッ

サンには，時・空間論によるスポーツ史研究の成

果や技術・組織論と本質論の関係論理などを理論

構造の中に有機的に組込むことが欠落している。

ここでは，スポーッの構造と本質（あるいは認識）

という枠組の重層的解明の必要性を強調したかっ

たのである。私の問題意識では・異化作用を及ぼ

すようなスポーツ論が少ないのではないか。この

ことがとりもなおさず主体形成の問題にも，とり

わけ歴史認識と関係認識に関って，重大な意味を

もっているのではないか，ということが根底には

ある。

　（21ところで私の問題意識と密接に触れ合うと

ころで，草深直臣「運動文化論の生成と課題」　（

『立命館大学人文科学研究所紀要別冊』1983．12）
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が，「同化・異化の弁証法的視点」がもたらすス

ポーツ論上の画期的転換について述べている。そ

れは，伊藤高弘民の理論を明確に整理した点で私

の上述のデッサンよりはるかにすぐれているが，

「同化・異化」それ自体に説明が不足しているよ

うに感じる。少し長くなるが草深氏の整理をみよ

うo

　「主体が虚構空間に働きかける過程とそこで生

み出した世界に対して時・空間論の導入と，主体

の空間からの反作用と生理的・心理的・技術的変

化に対する科学論とを緯一する方法論の創造」と

いう視点から，「時。空間講支配空間の拡大一自

由の拡大」としてスポーツの特質を規定したのが

伊藤高弘「地域スポーツ計画と主体形成」（大修

館，1977）であった。草深氏によるその理論史的

意義づけが以下の文章である。　「これは，主体（

人間）の創り出す『もの』＝スポーツそれ自体の

構造と機能の本質論究明と，客体としてのスポー

ッが主体に反作用・機能する価値規定と価値意識
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

とを連関性において把える点で，極めて重要であ
　　　　　し

り，この『同化一異化』の弁証法的視点は，従来

の『スポーツ』論がともすると活動の主体の側に

則して機能主義的に究明しようとした（従ってそ

れは多分に主観主義的観念論となった）のに対し

て，客観的実在としてのスポーッの本質究明にと

って画期的転換をもたらすものであり，今後一段

と精致に追求されなくてはならないであろう。」（

傍点・上野）明らかに「連関性において把える」

ことが「同化一異化」と等畳されている。が，な

ぜ説明抜きのカテゴリーを使用するのか・はたし

て「同化一異化」とは「連関性において把える」

ことなのか。理論的課題の再構成には学ばせても

らいながらも不満点を言えば以上のようなカテゴ

リー論に求められる。とはいえ，これも私の課題

なのであるが。ここで大事なのは理論史的焦点が

確認されることである。

皿　スポーッ論とドラマ論の結合一木下順二

　私の郷里の五高出身の戯曲家・思想家・木下順

二の作品や文章をこの間まとめて読んでいたら，

『ドラマが成り立つとき』（岩波書店1981）に

出会って一種の衝撃を受けた。私はこの書物から

ドラマと馬術の本質把握，さらに人生と歴史認識

と非日常の意味連関などを学んだのである。とく

に，日常的に使う言葉だが「ドラマティック」と

は本来何なのかを考えさせられた。以下，書名と

同じタイトルの文章から引用する。同書には他に

「馬術とドラマと」，「感覚と技術と」，「馬衝

の持つ意味」という主題的にも興味深い文章が収

められていて，その内容を紹介したいが，紙数の

関係上省かざるをえない。引用する箇所は私が最

も衝撃を受けた文章である。

　「日常の中で水で薄められてしまっているもの，

見まいとすればそれを見なくても済んでしまって

いるもの，そういうものを舞台の上で，限られた

時間と限られた空間の中で，単に“人生の断片”

を切り取って見せるというのではなく〔注：木下

はこれを自然主義として批判する〕，ちょうど馬

が，前へ圧し出す脚の力とそれを控える拳の力で

ぎゅうっと収縮させられてすぐれた舞いを舞うよ

うに，凝縮させ引き僥めて一つの小宇宙として自

転させる。それがドラマというものだと思うので

す」（28頁）。ここに馬術の本質とドラマの本質

を結合させた・まさに凝縮した思惟が感じられる。

木下は，“真実の人生”はなかなか生きられない

が，それでもそれは何かを考える上で“いいドラ

マ” 大きな意味をもつという。「ブレヒトがど

こかでこういう意味のことをいっていました。“

現代人は，あまりに多くの未清算の過去を残した

まま未来を急ぎ過ぎる”」「何とかして取り返そ

うとする，実はそんなことはできないんだけれど

もそれをどうにかしようとする努力，意志，人間

存在，そういうものが，ドラマの一番根本にはあ

る」（m頁）。これは実は歴史認識にも関るのであ

るが，ここではドラマトゥルギーをスポーツ論と

結合すべきだろうという感覚的レベルでの提起に

とどまる。

皿　マルクスの「包括的契機の弁証法」

　この項は一見主題とは無関係に思われるかもし
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れない・報告では課題への哲学的分析視角の設定

への前段として提示したが，実際この提示は本質

究明の論理に関っていた・というのは・関係・関

連，連関性というヵテゴリーがポイントとなるこ

とは明白になってきているが，図式的「弁証法」

（形容矛盾だが）の克服はなお今日的課題である

からである。『経済学批判要綱』序説の「生産の

分配，交換，消費にたいする一般的関係」から引

く。

　「一定の生産は，一定の消費，分配，交換を規

定し，またこれらのさまざまな諸契機相互間の一
　　　　　　　　　　　　　　じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

定の諸関係を規定する。もちろん生産もまた・そ
　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　じ　　　　　　

の一面的な形態では，それはそれとして他の諸契

機によって規定されている。」（傍点・上野）

　ここでは，生産にかんして，6それが，分配，

交換，消費などとともに一つの総体を構成してい

る一分肢，一契機にすぎないということ，口そう

であるにもかかわらず，生産こそが，生産，分配，

交換，消費を包括している契機（包括的契機）で

あること，以上二つの規定が注意深く区別されて

いる。　「その一面的な形態」における生産とは・

明らかに←）の規定を意味している。関係の総体が・

関係を構成している諸契機とは異なる第三者とし

て立てられるのではなく，諸契機のうちの一つが

それ自身一つの契機にすぎぬという否定的側面を

もちながらも，総体を代表し包括する契機として

定立される。この包括的契機の弁証法ともいうべ

き方法は，ヘーゲルの『論理学』の「本質論」に

おいて詳しく展開されているが，マルクスは本草

稿の全編にわたってこの方法を意識的に適用して

いる。なお，「一面的」の原語はemseitigであ

るが，この用語にもマルクスは独特の意味合いを

含ませているから注意を要する。というのは，「

一面」の．「面」とはSeiteのことであり，これは

一つの関係を構成する項（ラテン語でteminus）

を意味するからである・したがって・「一面的な

形態」’における生産とは，まさしく「関係の一つ

の項をなすにすぎぬという形態にある生産」とい

う意味である。　（『マルクス資本論草稿集①』・

大月書店，1981，高木幸二郎・良知力訳から）

W　「同化・異化」論ノート

　佐藤毅『現代コミュニケーション論』（青木書

店，1976）の「異化論」の理論展開を次のように

再構成して報告した。（1）主体・客体の弁証法とそ

の唯物論的理解，（2）人間的本質の理解（デュナミ

スとエネルゲイア）と労働観，（3）認識における同

化と異化（主体的認識方法における保守と革新），

（4歴史的主体と人間性の全面的発達への途，㈲記

号と主体（主体的同化と客体的同化），（6憶味の

拡延と大衆。

　（D　主体は，客体＝自然一物質に「愚きまとわ

れる」（ドイツ・イデオ・ギー）かぎりで「客体一内

一存在性」ともいうべきものである。客体の主体

化は主体の客体化の先行性の中で問われる。すな

わち，主体の客体化ゆえにまさに客体の主体化が

生起するのであって，その逆ではないことがポイ

ントである。主体の客体化を媒介とした主体忙よ

る主体の否定，つまり自己否定一自己変革論理一

弁証法的発展の論理をそこでつかむことが大事。

　（2）主体の客体化は，人間性一「その現実態（

エネルゲイア）においては社会的諸関係の総体」

（フォイエルバッハ・テーゼ）に対応する。では，

その可能態（デュナミス）においてはそれは何か

（藤野渉の問い）。エネルゲィアにおいて客体化

した主体は，客体化を媒介とした主体の否定の論

理を契機として，デュナミスにおいて逆に客体を

主体化する「創造者」として立ち現れる。人間的

本質の理解におけるデュナミスとエネルゲイアの

運動の視点がポイントである。労働観では，その

歴史貫通性と歴史規定性（自然と社会）の理解が

鍵である。人間と自然の物質代謝（素材転換）と

いう「自然史的」パースベクティヴでの労働過程

把握は，人間生活の永久的な自然条件として歴史

貫通的であり，主体が客体に働きかけつつ新たな

主体に転化するものとして把握しうる。しかし同

時に，労働は人間の目的定立的活動であり主体的

合目的意志の貫徹であるかぎりで，歴史規定的な

ものである。

　（3）ここが中心的展開である。次の前提的理解

が必要である。認識とは，人間の労働，広くは実
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践を媒介とする客観的実在の反映過程であること，

すなわち，実践における主体と客体の弁証法的過

程の一環であり，客体の認識主体をつうじての観

念的再生産（客体を反映する表象，概念，理論な

どの反映像の形態での）であること。この認識主

体とは（1）でいう「主体の客体化ゆえの主体化」と

いう実践主体と同一である。さて，ブレヒトの「

異化」の方法に関らせていえば，それは，日常的

なものを非日常的なものとしてとらえること，既

知の中に未知を「読む」こと，主体による主体の

自己否定の契機である。，他方，未知の対象を既知

のカテゴリーに取入れる（同化させる）働きが同

化である。この異化と同化は，主体的な認識方法

であり，未知のまま，既知のままという判断中止

的な認識方法とは対立する。次のようにシェーマ

化される。同化謁未知の既知への還元作用一認識

主体の「認識の枠組」の補強・強化需そこでの自

己認識は自己肯定的契機をもつ一保守的性格。異

化一既知の未知への転換作用一認識主体の既知と

しての「認識の枠組」の部分的にしろ否定冨そこ

での自己認識は自己否定的契機をもつ一革新的性

格。異化の一面的強調は誤りである。同化があっ

てはじめて異化が可能になるという理解が大事で

ある。ブレヒトにもその一面性（歴史的状況に由

来する）が見られるが，中井正一の場合も，認識

のレベルで既知なるものへの無限の否定一全否定

に連なる論理がある。これは，ハイデガーの「投

企」概念（「投企」する主体が歴史を誤ることが

あることを無視する主体性論）の影響を払拭でき

ぬ論理である。

　（4〉異化とは新しい既知を志向して既知のなか

に未知を「読む」こと，既知をふくらませていく

ことであった。ところで，人問は謬りをふみしめ

ながら歴史に投企してきた，が，その人間は同時

に歴史の前に投げ出されている人間でもある。そ

のような歴史を読む目，客体のなかに新しい客体

を読む目・それこそが異化の目である。歴史的主

体は，同化→異化→同化1→異化1→…の無限の発展

的サイクルの中で認識の深化を獲得し，蓄積して

いく。そこに人間性の全面的発達への途がある。

このように異化をキーワードとする歴史と主体の

把握による全面的発達の展望が示されよう。

　（5）これまでの文脈の中でフーコーのエピステ

ーメ論の意義がとらえなおされる。フーコーによ

れぱ，17世紀以後，言語と世界の深い依存関係が

崩壊し，記号（シーニュ）が，それが記号である

ところのもの（シニフィエ）といかにしてつなが

りうるかが問われるようになった。その意味で17

世紀は新しいエピステーメヘと確実に転換した世

紀であった。そうすると，たんに表象の分析によ

ってではなく，意味と意味作用（シニフィカシオ

ン）の分析によって答える必要が生まれる。近代

になって「言葉」と「物」との「知」における「

類似関係」が失なわれたというフーコーの洞察は，

次のように言い換えられる。近代は新しいエピス

テーメを生んだが，それは「既知」を崩壊させ，

「既知」を「未知」に置換させた。これは時代と

しての異化の作用である，と。次に，同化への考

察が興味深い。同化は，主体的同化と客体的同化

に区別され，後者は，操作される同化である。偶

像にひざまずく敬慶な信者，ファシストに熱狂の

拍手を送る大衆は，意識のうえではまさに「主体

的」な，しかし客体化した主体であり，操作者の

笑いが陰にある。現代の主体の考察にとってこの

同化の区別は重要である。

　（6）最後に，意味の拡延方向について。本来な

ら中井正一の議論をふまえながらここでの展開を

整理すべきだが，すでに枚数を超過した。極度に

要約すると，これは他人の関心において同方向へ

の意味充足を予想して手渡すことである。主体に

おける「見る」，「見直す」は，次にパスされる

主体によって「見られる」，と同時にその主体に

よる「見る」，　「見直す」過程に接続し，拡延し

ていく。これはけっして拡散過程ではなく，無限

に拡延する過程であり，大衆が自らを「科学」し

つつ，限りなく「組織化」していく過程である。

この点で戸坂潤の大衆論に学ぶことが大事。

　囲ブレヒトについては改めて佐藤氏の議論を紹

介したいo木下順二のブレヒト論に共通したもの

を感じたというにとどめる。

一21一



V　労働における「対象化・非対象化」論ノート

　今村仁司『批判への意志』（冬樹社，1983）の

「労働観の変容とパラダイム」を中心に，以下の

三項を軸にその理論的要点を報告したが，本稿で

は第三項についてのみ内容を記す。

　①労働論におけるマルクスの先駆性（労働の多

様性の概念の重要性一人格・自由・自立とのつな

がり），②市民社会における労働観と，豊かさ像

の転換（スミス，へ一ゲル，初期社会主義におけ

る伝統と革新），③フーリエ，マルクスの労働論

冨対象化労働と非対象化労働。

　根本テーゼは，生産と労働の区別（生産として

の労働と労働それ自体）すなわち労働の二重相を

鮮明にすることである。生産としての労働（経済

的労働）が対象化労働と呼ばれ，労働それ自体が

非対象化労働と呼ばれる。〔そうすると，対象化

としての労働の一般的理解と大分食い違うことに

なるが，あわてずにその論理を追おう。〕その両者

の関係論理は存在論的に把握されている。つまり，

人間が世界の中で生きること，「生活」の存在は，

対象化なしにはありえないが，同時にその対象化

を可能にしうる非対象化の活動を基礎にするとい

うのである。非対象化の活動とはとらえにくいが，

原理的には共同的。協働的性格をもつもので，社

会生活の根本地平と特徴づけられる。ギリシャ以

来のヨー・ッパ思想史の伝統は，人間と世界との

かかわり（関係行為）を「対象化活動」に即して

考える，つまり，世界の中で生きる人間の「存在」

を「対象化」「生産」の角度から了解するもので

あった。この「対象化活動」「生産」は何よりも

存在論的概念であり，存在論的概念であるかぎり

で西欧の思想の在り方を根本のところで規定しつ

づけてきた。しかし，マルクスの経済学批判とい

う存在論的批判〔この特徴づけに注意〕によって

労働の二重性があばき出され，生産としての労働

とは原理上異なる労働自体の存在様式が現出する

ことになったという総括がなされる。西欧の伝統

的世界像の存在論的基礎の確認は興味深い。

対象化活動 非対象化活動

フーリェ 「いやな労働」， 「楽しい労働」，

強制労働，奴隷的 r魅力的な労働」，

労働，メカニカル ひきつける労働，

な労働o 結合労働，協働，

美的労働。

マルクス 具体的有用労働。 抽象的人間労働。

「生産」ともいい 人間の労働ではあ

換えられるように るがつねに「抽象

具体的な活動で， 的」にしかありえ

可視的。 ず，不可視。概念

的構想力をもって

初めて把握可能な

最も根源的な活動。

　非対象化活動を了解し記述する地平は「時間」

に求められる。対象化活動の時間は，経験的な時

間（時計・カレンダー）でつかみうるが，非対象

化活動はもはや具体的・経験的「時間」ではとら

えられない。具体的な「時間」を生みだす当のも

のが非対象化活動であり，その時間だからである。

非対象化活動の固有の時間性はやはり非対象的，

「抽象的」である。非対象化労働とその時間の関

係は，一方に労働，他方に時間，後者から前者を

「計測する」という関係ではない。その流動が「

時間」そのものなのである。労働時間も，生産的

労働，具体的有用労働の場面のみに関る労働（の）

時間ではなく，労働一時間として定立される。古

典派には非対象化労働も非対象化時間論も全然な

かった・マルクスにおいて初めて労働論と時間論

の両面でひとつの理論上の革命があったのである。

　重要なのは，分離せる「生産」と「労働」を，

対象化と非対象化を，ひとつに合体して日常的な

労働生活，生活世界全体を再編成することであり，

これが「労働の解放」と「労働からの解放」の両

面を含む「労働の変革」，生活様式の変革の枢軸

であるということであるo

　結論的部分を説明不足は承知でまとめよう。フ

ーリェ，マルクス的な労働の本性は美的本性とも

いうべきものであり，美的労働とはフーリェ風に

言うと「楽しい（attrayant）労働」であったo美

一22一



学的用語法で対象化と非対象化との新たな統一が

示される。ポイエーシス（対象化一生産，制作）

一アィステーシス（受容一非対象化）一カタルシ

ス（享受と浄化にして非対象化的協働）の統一。

ここで・生産する行為とその結果を「受容する」

とともに「享受する」行為が統一される。このこ

とは，かつて部分的に世界のコンテクストから分

離されて実現されてきた美的活動が今や日常的生

活世界の根本性格として，世界存在の根本様式と

して登場することを意味するとされる。

　この結論的部分は，　「労働観からみたマルクス」

　（『別冊経済セミナー，マルクス没後100年』，

日本評論社，1983．2．，『社会科学批評』，国文社，

1983，所収）に詳論されている。しかし，この結

論的部分の詳論は批判的に分析してみる必要があ

り，その結果，労働美学とスポーツ美学の比較研

究という領域が生れるかもしれない。

　以上，佐藤，今村両氏の理論から学んだが，そ

れを冒頭のデッサンとつき合わせるのは今後の仕

事である。

　囲　報告では，スポーツ論状況を管見の文献か

ら垣間みた。本稿では文献名を挙げ，若千のコメ

ントを付すにとどめる。

　（1）山本徳郎「スポーツの変遷」（丹羽召力昭編『ス

ポーツと生活』，朝倉書店，1982）なお，同「体

育とスポーツの行方一その文化性をめぐって一」

（『スポーツの文化論探究』，タイムス，1981）

も参照。一「スボーツ労働」論をマルクス主義ス

ボーッ論と規定し，それとホ’ ジンガ文化論との

統合をはかろうとする噺仲人”論。「スポーッ労働」

という方法概念によって今やスポーッは商品化＝

資本主義化＝近代化の可能性（！）を獲得したという。

方法概念（つまり対象・実体を示す概念でない）

としての「スポーッ労働」がスポーツ（行為）商

品化の全面化（資本主義化）への論理だと理解さ

れていることに注目。近代化の指標は見当違いQ

　（2）草森紳一『ナチス・プ・パガンダ＝絶対の宣

伝④巻・文化の利用』（番町書房，1974）一ナチ

スによるスポーッとオリンビックの利用を論じな

がら，その実，ナチス体育の体系から類推的にス

ポーツについての「そもそも」論をひきだすナチ

ス免罪の論理。スポーツが闘争本能をそらし，同

時にかきたてるという矛盾的存在として示され，

ナチスのそれの利用はこの矛盾を見抜いたものと

してむしろ当然視され，ナチスに抗するスポーツ

の姿はなくなる。この議論の帰結がナチス免罪と

なるのは明らかであろう。

　13以下の二つはここではごく簡単に。①影山健

「競争だけがスポーツか？！」（『レクリエーショ

ン』・1983．1L）一競争原理にもとづく体制化され

たスポーッの否定としての「卜・ブス」（sport

の逆読みtrops一反スボーツ）論，②佐伯聰夫

「スポーツ・ブーム支える社会状況」（『エコノ

ミスト』・1983．4．12）一　「近代の原理」を競争

原理に一元化・心理主義化する蟻現代の神話・祭

典一スポーツ論”。これらスポーッ社会学者の論

調は・スポーツ発展のモメントを見失っている。

　（4）『正論』1984．5．特集「スポーツの世相史」。

論者は松本健一，加藤泰義，増淵宗一。最後者の

キーワードは「歩行の無限追求としてのスポーツ」。

〔討論のまとめ〕

　報告にひきつづき内容を理解する上での質疑が

行われた。

　1．構造A，B，Cのうちスポーツの社会的機

能（C）の意味及ぴそれが主体形成における学力

の内容とスポーツ運動における活動内容と対応関

係にあるとする理由について。

　2，先行研究の総括について。

　3．構造と構造性の違いについて。

　4　構造の内容A，B，C及びDの関連6

　5．構造A　B　C　Dによって客観的に存在するス

ポーツを映し出せるかということについて。

　6．スポーッにかかわる三つのレペルの関連と

それぞれの内容について。

　7．スポーツの本質究明におけるアマ，プ・ス

ポーツのかかわりについて。

　＆　構造モデルの図式一時間的経緯の表現の

しかたについて。

　これらにかかわってなされた回答の一部は大略
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次のようなものであったo

　社会的機能或は制度という言葉はヴォールが『

スボーッの近代社会史』において用いたスポーツ

把握の方法を応用したものであるQスポーツの技

術的活動（A），組織的活動（B），及び社会的機能

（C），はスポーツの現実場面で複雑にいり乱れて

いるためにここでは論理的レベルでの焦点化であ

る。しかしCはAないしBと違いもっと広く社会

とかかわるものである。したがって主体形成でい

うスポーツの社会科学的認織はAやBだけに含み

きれないものであり，Cの問題であるから対応し

てよいと考えた。またCはヴォールが経済的基礎，

生産様式から規定している。そう言った生産関係

における上部構造のもとでのAB　C或はCを考え

ているのである。

　先行研究の総括は十分にやっていない。自分は

教育実践からのスポーツ論研究であり，それに本

質研究を結ぴつけたものである。ミッチェナー・

グートマン，ヴォールなどはそれぞれ本質論的意

味をもって展開しているが，その異なる次元のも

のをどう整理するか，いろいろな特徴，方法を結

ぴつけ，それに近づくためにどう視点をもつか。

それを集約し，モデルはそこから導いたのである。

　現在スポーッの競争がもっている意味あいの違

いが無視されてスポーツの全面否定がなされたり

している。そこで何がスポーッを取巻く競争であ

るか，対象をすっきりさせる必要があった。多く

の人はスポーツを競争をもつ文化として認めてい

る。しかし競争についての混乱がある。競争には

差別・格差と結びついたスポーッ参加における競

争（イ），競技様式としてのスポーッそれ自体がも

つ競争（・），それにスポーツの結果がもつ競争（

ハ）がある。特に（ハ）はスポーッのもたらす結

果が勝利の社会的意味を奇形化し・それが（・）

の競争の中に反映している。歴史的にみれぱ近代

スポーツでは競争が（イ）から（ハ）に移ってき

ているのが特徴であり，それが（・）の競争の奇

形化をつくり出している。

　次にスポーッの構造について言えぱ，それは技

術，組織，社会機能という階層をもっているし技

術のレベルにも構造性がある。つまりそれぞれの

階層に応じた構造性もあるということである。そ

の意味で「社会的機能」は複雑な構造性をもって

おり，しかもそれぞれが階層を越えた一つの構造

性をもっている。

　などなどの質疑のあと討論の柱は次のようにま

とめられたQ

　1．研究方法上の問題について

　主体者形成の課題に応えるためにスポーツの本

質究明が必要だとするならば，何故にモデルが最

初に出され，本質論が冒頭に問われるのか。

　2．スポーツの構造にっいて

　三つの要素（階層）がスポーツの構造となりう

るのか。スポーッの本質を問うさい報告者のA　B

C論を土台にし本質論を展開するときのスポーツ

構造を考えたい。そのさいグォールの言う土台，

上部構造論の把え方で上部構造におけるスポーツ

の独自性という形でヴォールは展開しているので

はないかとの報告があったが，そのような見方で

ヴォールを把えてよいのか。或はそのような観点

からスポーツの本質が展開しうるのかどうか・

　②プレイ・エレメントがスポーツ構造の中に位

置づいてくるのか。

　3．スポーツの競争について

　スポーッの本質的問題として競争をとらえてよ

いのか。よいとする時三つの層でとらえてよいの

か。またそれがスボーッの競争をとらえることに

なるのか0

　4　モデルの歴史軸について

　モデルには歴史軸がある。芝田は技術過程とい

う言葉を使い，報告者は活動という言葉を使う。

それを歴史発展の本質をもったスボーッがどんな

矛盾をもちながら発展の契機をつかんでいるかの

点で歴史性の軸での発展の契機について論じたい。

そのさい労働との同根異種もどのように位置づく

かを問題にしたい。

　1　本質究明の位置づけをめぐって

過去において教科教育での問題は教師の言うこ

とを良くきく，そのトレーニングの場として体育
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の場が重視されてきた。どうして体育でそれが期

待され，またそれが容易なのか。それはスボーツ

が根本的にもつ性格かどうか疑問でありそれを考

える必要があった。スボーツは身体運動を通して

楽しむもの，一定の精神的空白におくものではな

いか。それではスポーツの本質とは何か・そこに

関心をもった。スポーツのもつ主体形成にとって

の良い面と悪い面がある中でスポーツの本質がど

うかかわるかが関心事であった。

　この議論の中で報告者はヴォールの発言をひい

てスポーツは何らかの形でイデオ・ギー的に方向

づけられているが，その前の状態が本質としてあ

るのではないかと述べた。これに対し本質を問う

ことは階級性を考える以前のレペルで核心を把え

ることのように聞こえるがこれでよいのかという

反論もなされた。これらについてはヴォールの理

論的枠組をめぐって意見の交換がなされたが特に

結論を導くことはしなかった。

　皿　スポーツの構造をめぐって

　ここでの議論は「構造」をどう定義するか，そ

して本質究明とかかわって構造をどう描くかから

はじめられた。その上でスポーツの構造をなすA

B　Cのそれぞれの意味と相互の関連そしてスポー

ツの構造を明らかにする前提としてのスポーツと

社会の関係などが検討された。

　第一の構造の定義と構造図に関しては，一定の

構成原理と枠組みをもって形作られ，運動の中で

階梯づけられ組立てられたもの，或はあるものが

他のあるものと関係なしに存在しえない結びつき

をもち全体としてまとまりをもつものであり，構

成要素が必然的に依存関係にあるものという考え

方が示された。そしてこれらは同心円的なものや

階段（梯）状の積み重ね構造が考えられ，それら

は構造の動きによって全体の成り立ちが変化して

いくものである。この意見の提示は今回提起され

た同心円的構図の根拠を問うものでもあった・

　次いで内部構成としてのA　B　C相互の関連につ

いて検討が加えられた。つまりAはAなりの論理

と構造をもちながら，それぞれに浸透しあってい

る。現実的に技術活動㈹は組織的活動（B）である，

クラブ，チームそして技術的基礎となるコンビネ

ーションプレーというものに結びつき重なり合う。

この意味でA　B両層は関連をもち，支えあってい

る。つまり各層。各レベルは個別に存在し位置づ

くと同時に常に関連をもつものと考えるぺきであ

る，との方向が確認された。

　皿　スポーツの競争をめぐって

　報告は先行研究の分析からスポーッにおける競

争を三つの側面に分類した。それはスポーツに参

加するために経なければならない競争（イ），スポ

ーツそれ自体がもつ競争（・），そしてスポーッの

結果（記録）がもつ競争（ハ），であった。しかし

「参加の競争」はスポーツがもつ本質とは無関係

であり，むしろ社会的諸制度がそれに関与し阻害

要因となっているとする意見があった。すなわち

スポーツの本質に接近できないという問題であっ

て，本質論議とは別の問題であるとするものであ

る。ここで注目すべきことは反スポーツ論者のい

ういわゆる競争は三つの質の異なる競争を一つの

競争として把えようとするところにある。そこで

それらを区別するためにはイ。ハの競争の特殊性

を表現するために何らかの工夫が必要となるであ

ろう。スポーツそれ自体がもつ競争は，それをも

つがゆえに文化が成り立つのであり人間を高める

ものでさえある。イ，ハの競争はむしろ多くの人

間に制約をかりるものである。つまりイ，ハの競

争は弱肉強食の思想にもとづくものであり，・の

競争が正当に行使されるならぱ人間の向上発達の

ためになりうると把えることができる。芝田はこ

のこととかかわって，スポーッ自体がもつ競争の

中に上記二つの競争：弱肉強食の競争と人間向上

発達のための競争があると言っている。

　このスポーツ競争の問題はスポーツの本質究明

ともかかわってアマチュアスポーツとブロスポー

ツとどう関係があるのか。プ・はスポーツの本質

を崩壊しようとする重要な様式であると言えるか

もしれないし・その逆であるかもしれない。楽し

みのためのレクリエーションスポーツは楽しさ，

陽気さを強調するものであり，ブ・スポーッは競

争の強調がなされ属性部分に力点がおかれている
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のである。

　W　同根異種説をめぐって

　同根異種とはスポーツが労働を基盤としてそこ

から派生し，相対的に独立したものであるという

意味である。しかしスボーッが何を契機に，何時

労働から独立し分化したかをどのように見きわめ

るかが問題となった。このさいスポーツの起源と

成立を明確に区別して考えるべきであり，とくに

成立については構造的変化をみることの必要が表

明された。

　そして，身体文化なりスボーッなりの成立とい

うその本質的特徴をそなえて，ここから独自の発

展をしていく成立時点とそれの人類史における起

源を分けて，それぞれの過程を考えるべきである。

その時同根異種のもつ意味がどうなるかをつめて

いく必要のあることが確認された。

　　　　　　×　　　X　　　×

　長時間にわたり，細密をきわめ多岐にわたった

議論の記録は厩大なものであった。これらをここ

に収録することはとうてい不可能であるが，それ

らをまとめて御紹介することも私の力の及ぷとこ

ろではなかった。それゆえ私のとくに印象に残っ

た部分だけを，私の言葉で適当に書き残したもの

であるので多くの間違いや偏見があろうと思われ

る。そこでこの重大な議論の内容については一部

始終を収録したテープが保管されているのでそれ

を参考にしていただきたいと思う。

　発言をされた方々の御意見をここに書き留める

ことが出来ず，多数の人たちにわれわれの議論を

十分に理解していただく機会を作りえなかった責

任を感じただお詫をするだけである。

　　　　　　　　　　　　（文責・川口智久）

〔海外研修報告〕

（1）スポーツ研究における黒人アメリ力人競技者

　の位置

　　　　　　　　　　　　　　　　川口　智久

　1983年4月から1984年3月まで海外研修の機会

を与えられ，ノースキャ・ライナ大学チャベル・

ヒル校に在籍した。ここでの私の研究は黒人アメ

リカ人が人口比を大巾に超えて，大量にアマ・プ

・のスポーツ界に進出している理由を明らかにす

ることであった。このことは黒人アメリカ人競技

者の進出が直接，間接，現在と将来のスボーツの

あり方に与える影響，彼らの進出によって莫大な

利益を得る者の解析，そして人種差別や貧困が顕

在化している状況の中でスポーツによる黒人アメ

リカ人の社会的地位，経済的環境の改善の可能性

などを明らかにすることであった。

　しかし，この研究では黒人アメリカ人競技者を

現在直接的対象にしてはいるが，決して黒人選手

研究に留まるものではなくアメリカスボーツの全

体像を明らかにすることを目指すものである。ま

た現段階で今までなされてきたスボーッと社会に

かかわる研究の多くは体育・スポーッの問題をと

きあかすためというよりは，むしろ社会科学の諸

領域の問題を解明するための一つの手段としてス

ポーッが用いられていたのであったoそれゆえ，

経済学，社会学などの研究方法と成果に学ぴなが

らスポーッ研究の独自な領域としてのスポーッ学

研究或はスボーツ社会学研究の確立を目指しつつ，

スボーツの現実的姿を黒人選手分析を媒介として

鮮明にし，スボーツ文化のあり方を見通していき

たいと念じている。

　1．アメリカスポーッの一つの特徴

　アメリカのスボーツがおかれている最も特徴的

な姿の一つは，それが常に「みる」対象として存

在していることであり，必然的に利潤の追求と結

びついていることである。この意味でブ・・スボ

ーッがこの過程を辿ることは当然として，現実に

大学スポーツが同様な様相を呈していることを特
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に指摘しなければならない。しかし大学スポーツ

のもつ問題性が社会的に十分認識されておらず，

そのあり方をめぐって十分な議論が起らないのみ

ならず，積極的に肯定しますます一部大学におい

てスポーッブ・グラムが巨大化し，興行化の傾向

を強めているといえよう。それゆえ，大学スボー

ツはアマチュア・スポーツという仮面のもとに異

常な事態へと進行していると言ってよい。また大

衆の側も，プ・・スポーツに対する態度と同様に

大学スポーツに接している。つまり大学名を冠せ

た「企業チーム」の「学生」競技者の存在を承認

し，それらが生み出すいろいろな問題について極

めて寛容な姿勢をもっている。特徴的な問題を挙

げれぱ次のようになる：

　a）T　Vのスボーツ支配

　問題のうち特に重要なものとして指摘しなけれ

ばならないのは，スポーッの興業化であり，それ

との関連でテレビによる大学スポーツの支配とい

う事態である。ちなみに本年の・一ズ・ボウルの

放映権料は概算500万ドル（約11億5千万円）で

あった。

　b）奨学金による学生競技者の支配

　スポーツ能力の優れたものに奨学金が支給され

スポーッ活動と勉学の機会が与えられると言う。

しかし現実にはスポーツ活動が優先し，十分な勉

学の条件を持っているとは言い難い。それは学生

選手の商品化が進行し，選手資格を得るのに必要

な最低限度の単位を揃えるために安易な授業のみ

を履習させ，単に「四年間」の在籍のみが残ると

いうケースが決して稀ではないQ

　c）黒人選手の積極的利用

　黒人競技者はいまやアメリカ・スポーツにおい

て多数派になっている。大学スポーッが興業化し

T　Vの支配下にあって勝利至上主義の道をとる時

必然的に技楠優秀な黒人選手に依存しなけれぱな

らなくなっている。

　d）スポーツ予備軍としての黒人少年

　黒人のスポーッ界への圧倒的な進出は黒人少年

にとって大きな励しとなり，生活におけるスポー

ツ活動への傾斜が目立つようになる。そして将来

のスボーツ選手としての予備軍が形成される。

　2．勝利至上主義と黒人選手の問題

　今日プ・・アマを問わずバスケットボールの出

場選手の八割は黒人選手である。他のメジャース

ポーツ（野球・フットボール）でも30～60％を占

めるまでになっているoこの問題はボクシングを

除けば1947年のJ．・ビンソンの大リーグ入り以

後のものである。しかしこのことはアメリカにお

ける人種差別の完全解消のうえに立つものではな

く，むしろ人種問題を前提にした黒人アメリカ人

の資本による利用という面が強い。大学スボーツ

に限定した場合でも，人種差別において特殊な立

場にあった南部の諸大学が興業化，選手の商品化

という立場から黒人選手を積極的に採用（入学許

可）し利用している。学生競技者の商品化は黒人

アメリヵ人の場合は最も顕著にあらわれていると

言ってよい。つまり彼らの大学卒業率は白人選手

に比して明らかに低くなっているし，専攻におい

ても体育，レクリエーションといった競技生活と

結ぴつき易いものが目立つ傾向にある。

　彼らのこのようなスポーツに対するかかわり方

は決してアメリカ社会における彼らの抱える問題

を解消することにはならず，むしろそれらを固定

化するか相対的に生活の悪化につながる可能性を

もっているのである。

　3．体育・スポーツ研究と黒人問題

　体育・スポーッ研究にとって黒人アメリカ人の

問題は重要なかかわりがあるという認識をもって

いる。それはアメリカ・スポーツの重要な側面で

ある「みる」スポーッが黒人競技者によって支え

られているからであるoそしてそのこととかかわ

って黒人競技者のチーム内差別，例えぱコーチ，

監督への登用・ポジション割当て，給料の問題な

ど一定程度研究が進められている。しかし最も重

要と思われることは黒人選手が生み出される理由

とその利用が，完全にスポーツの興業化と結びつ

き商品化する点においてスポーツのあり方，スポ

ーッの質の変化をもたらしている。現在アメリカ
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の学界はこの問題に対して十分な認識をもってい

ない。また体育・スポーッ研究における特色の一

つは，現在のスポーツ状況を如何に説明し理論化

するか（正当化），そして適度な調整によって問

題の顕在化を如何に防止するか（管理化）という

点にあり体育（スポーツ）管理学とスポーツ社会

学の必要性が承認されているといえる。逆にここ

に体育原理，スポーツ学の不毛の原因があろう。

（2　フランスのスポーツ事情

　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤高弘

　1．はじめに
　本稿は，フランススポーツ運動の研究（1983年

9月27日別掲「上野卓郎報告」参照）と区別し，

1984年4月4日～13日の期間訪仏するにあたって，

事前事後および現地での学習・見聞したことをま

とめたものであるo

　2．フランスの国有企業化にっいて

　健康を害ねて一日遅れの出発となったが，直行

便の関係ではじめて「エール・フランス」を利用

することになった。周知のように，　「エール・フ

ランス」は，ルノーやT　GV（国鉄新幹線）など

とともに，フランスを代表する国有企業である。

これまでに利用したエアロフロート（SU）や日

航（J　A　L）の場合，シャルル・ド・ゴール空港

に到着してから，出口までたいへん長い距離を歩

かねぱならなかったが，「エール・フランス」の

場合，チェックをうけたあと，すぐ前の待合室に

入ると，これがそのままバスとなり乗機に横づけ

される，という便利さであった。そればかりでは

ない。機内では，味噌汁のサービス，アルコール

やイヤホーンも無料で・この点でJ　A　Lと異なり・

乗員（含日本人）のチームが，日本語に習熟しよ

うとしている努力がうかがわれ，フランスが国有

企業の売りこみにかける意気ごみが感じられたも

のである。

　この航空産業は1933年に，鉄道は1937年にそれ

ぞれ国有化されたのであるが，鉄道の場合は先行

する1921年に政策統一が行われている。したがっ

て，1981年6月，ミッテラン勝利後の革新政権に

よる国有化推進が，先進国の「小さな政府」論や

民営移管，とくにイギリスのサッチャー内閣のそ

れとは逆行するとして批判されているが，半世紀

におよぶ保守・革新を問わず追求してきた政策な

のであることを銘記しておきたいoこれは西欧と

世界の中心的役割を果してきたし，今日もその栄

光の維持・回復につとめている大国の衿持であり，

風土に根ざすものであるが，1920年代に敗戦国ド

イツにたいして，イギリス・アメリカのテコ入れ

がすすめられたことに対抗し，重化学工業化への

転換をめざしたものと連動しているものであった。

そして，いうまでもなくこれら国有企業の労働者

スポーツマンはF　S　GTの中軸を形成している。

　3．ワインとカルドバスー地理的条件の相違

　　の認識

　離日前にみたT　Vで，フランスの農民が農業政

策に反対し，高速道路に車を集中し交通ストラィ

キを行っている場面や牛乳を棄てるシーンをみた。

すでにE　C諸国の農業政策が，非E　C加盟国との

競合およぴ市場の独占をめぐって・困難に直面し

ていることを知っていた。最近では，あきれるほ

どの低価格による余剰農産物（ワインなど）のノ

ビエトヘの売約成立がそれである。日本にたいし

ても，香水・ファッションや航空機とともに，コ

ニャック・ブランデー・ワインのセールスが熾烈

をきわめている。

　さて，今回（F　S　GT第26回全国総会参加）・現

地で，ノルマンディ・ルアーブル周辺のスボーツ

マンと交流することができた。食事時に，アペリ

チーフ（食前酒），ワインとともに「カルバドス」

（リンゴ製のブランデー）をごちそうになった。

またリンゴ製のシードル（ビール風）もおいしか

ったo

　別の食事時に，南仏・アビニョンの関係者と懇

談し，おみやげにワイン（「パプー・ド・ヌフ」

“教皇の舘”の意）をいただいた。これまで三回

の滞仏がパリ中心であって気付かず，認識不足で

あったが，帰国後の調査・学習では，ヨー・ッパ
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を丸ごとではなくて，三層（東ヨー・ッパ，セー

ヌ河中心，南仏と地中海世界）としてとらえ，さ

らにノルマンディやブルターニュ（フランス西部

で，ドーバーから太西洋に面した地方）では，人

種・言語・王国の成立・併合の事情が異なること

がわかった。ごちそうになったノルマンディのヵ

ルバドスやシードルは，海洋性気候による牧草・

牧畜のさかんなところでの産物であり，ワィンや

オリーブのとれる地中海性気候・土地とは対称を

なしており，同時に複合している。

　さて，先に農業・余剰農産物のことについてす

こしばかりふれたが，フランスは基本性格として

は農業国である。芸術・文化の都一パリ，世界政

治の中心であったフランス，エッ7エル塔，ルー

ブル美術館，セーヌ河といった類の私の理解は，

フランス人の富士山，芸者，天婦羅，寿司の日本

理解とは大差がない。農業から工業への政策転換

は，1920年代にはじめられ，当時全人口にたいす

る農業人口は54％であったが，1田0年代では15％

と半世紀の間に激減している。しかしながら注意

を要することは，農業経営規模のスケールの大き

さである。フランスでもっとも少数の1ヘクター

ル（一町歩）以下は，日本の中・大農にあたる・

約50％が10～50ヘクタールである。歴史と伝統を

もつ農業。農村・農民の社会は経営規模とも関連

して，出稼ぎの必要性は少なく，保守的性格を温

存する基礎をもつ。F　S　GTにとって，農民のス

ポーツ振興はこんごの課題の一つであるo

　4，　『フランスの異邦人』一移民を中心に

　エッフェル塔の背後に「シャイヨー宮殿」があ

る。ここからのパリ市内の眺望が一番良いといわ

れるが，広場では移民が大勢見掛けられる。モン

マルトルのサクレクール寺院の前もそうだった。

朝早く市内を清掃車が走る。道路や下水道・メト

・の清掃などすべて彼らが専業としている。
　rフランスの異邦人』（中公新書搬よれぱ，

「1920年からの10年間に，フランスに導入された

外国人労働者は，その30％がイタリア人，20％が

ポーランド人，18％がベルギー人，15％がスベイ

フランスの外国人人ロ P．31
1982年1月1日現在 1980年1月1日現在

総　　人　　口 54，334，871 53，589，000

外　国　人　数
（総人口比）

4，223，928

7．77％）

4，124，317

7．69％）

う　ち，難　民
び．無国籍者 130，249 108，566

外国人の主要国籍
難民無国瀦を除く）

ヨ
ー
ロ
ソ
パ

ポルトガル 859，438（21％） 866，610（21％）

イタリア 452，035（11％） 483，569（11。7％）

スペイ　ン 412，542（10％） 445，368（10．8％）

ユーゴスラウ、ア 67，764（1．6％） 70，550（L7％）

ポーランド 66，317（1．6％） 70，056（1．7％）

ト　ル　コ 118．073（2．9％） 92，772（2．2％）

ア
　
フ
　
リ
カ

アルジェリア 816，873（19．9％） 782．m（19％）

モロ　ッ　コ 444，472（10。8％） 399，952（9，7％）

チュニジア 193，203（4．7％） 183，782（4，5％）

セネガル 29，188（0．7％） 29，828（07％）

マ　　　　リ 19，992（O．5％） 18，273（04％）

（　）内は外国人数中に占める各国国籍者の割合

（ル・ポワン紙，1983年3月21日号より）

ン人だった。」（30頁）が，今日では上表のよ

うに変化している。この他に，難民（ボートピー

ブルなど），ジプシー（旅の人の意）の，・ム・

ジタン・マヌーシュの三グルーブ，ユダヤ系フラ

ンス人，等々が存在する。これら異邦人を迎え入

れる根拠は，遠くフランス革命の「人および市民

の権利の宣言」と1848年・第二共和制における「

不幸な者に祖国としてフランスを与え，遺産とし

てフランス市民としてすべての権利を与える」（

政令）にある。これら移民労働者は・大都市およ

び工場地帯に集中している。生活し職を求めるた

めの集中は不可避的である。今次総会場一中部か

らやや地中海よりの斜陽化した石炭。鉄鋼業地帯

・サン・エチエンヌは，河を中心に左右の丘陵に

はさまれた人口約25万人の都市である。ながく革

新市政がつづいていたし，サッカーのさかんな地

方で有名である。丘陵の頂上にむかってらせん状

に道路があり，左右にアパートが建ちならんでい

る。道路や学校にはすべて著名な音楽家の名が冠

せられている。このアパートの住民の大半が移民

だったQ私たち外国人代表団一行の説明にあたっ
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たF　S　G　T・ムスタール会長は，眼下のアパート

と周辺で遊んでいる子どもたちをみやりながら「

ボクー・ナシオナリテ」　（多国籍）といって肩を

すくめながら笑った。だが陽気な笑顔の蔭に，移

民の生活・就職難非行一掃と青少年教育，言語。風

俗・習慣の違いから生れるトラブルを解決するた

めに「F　S　G　Tは奮闘しています。ご理解いただ

けましたか」というシビアな質問が隠されている

ように思えたのである。総会期間中の午后，グラ

ウンドでF　S　GTvsレバノンのサッヵ一交歓試合

が行われた。この企画は，多分，祖国を追われた

であろう移民と子弟たちにとって，何よりのプレ

ゼントとなったことは想像に難くない。なにしろ

有色人種あげてレバノン・ヘブ・ンチームに声援

を送っていたのだから。この企画はまた，青少年

に生きる喜ぴとスポーツによる人格形成の見通し

・展望をあたえようとしての集中的表現であろう

し，立案・主管したF　S　GT・サン・エチエンヌ

地区組織の威信を高めることに少なからず貢献し

たであろう・と思われる。私は，フランス共和国

の精神はこうした形で今日に継承されていると思

ったo

　5。フランス教育制度改革と新スポーツ法案

　1982年4月，早川，伊藤の両名が訪仏した時，

フランススポーツ界には劇的な変化がおこってい

たoこの変化は・1981年6月，ミッテラン当選に

よる革新政権誕生と連動していることはいうまで

もないo　CNOSF（フランススポーツ・オリン

ビック全国委員会一日本体育協会と」O　Cが一

緒になったようなもの）でながい間冷飯をくわさ

れてきた反主流派のネルノン・パィユー氏が会長

に就任。その直後に開かれたF　S　G　T第25回全国

総会時の来賓あいさつの中で，C　N　O　S　Fは，こ

れまで疎遠な関係にあり，敵対的な関係にあった

F　S　G　Tとスポーツおよびオリンピック運動の発

展のために共同する，とのぺ熱烈なラブコールを

送ったのである。日本では中央政治が革新化した

からといって，ただちに日体協と新体連（新日本

体育連盟）が共同することは困難であろう。無論，

スポーッ界の民主化のためにスポーツ運動を展開

しているのであるが。

　以下は類推であるが，1958年以降の大統領の権

限は絶大なものがあり，そのことが遠因をなして

いるのかも知れない（宮沢俊義編『世界憲法』「

フランス共和国憲法2解説」岩波文庫　参照）o

　F　S　G　Tは，ミッテラン政権後，補助金を交付

されることになり財政的・組織的基盤も安定化の

道を進みはじめた。しかしながら，フランスの古

い伝統と教育およびスポーツ法が学校と国民のス

ボーツ運動の梗桔となっていることが誰の目にも

明らかとなってきた。また現行法が小・中学校の

体育の時間を週5時間と定めていながら，実際に

は3時間の指導にとどまっていたり，教育条件の

不備も法改正をすすめる要因の一つとなった。さ

らに，国民のためのスポーツ指導員養成と資格認

定機関が少なく，したがって特権化し，これにた

いしてF　S　GTは門戸を開放し，要求に応えるべ

きでそのために法改正すべきである，と主張して

いた0

　2年後の1984年4月12日，国民議会（下院）は

社共両党の賛成で「新スポーツ法案」が採択され

た・1969年フランス共産党が提唱し・社共の共同

綱領に明文化され，法案として採択されるまでに

15年の歳月が，1975年，フランス体育教員組合（
　　　　　　　　　　　　　　　　　
S　N　EP）が，はじめて街頭に出てデモンストレ

ーションを開始してから10年目の成果であった。

　この法案の核心は，C　N　O　S　F・F　S　GTとと

もに地域・労働・青年など各界各層の代表と各関

係省庁の大臣とが政策を確定し国会に提出する権

限をもつC　N　A　P　S（体育・スポーツ高等評議会）

を確定したいことである。その結果・C　NA　P　S

はスポーツの普及と向上なかんづくオリンピック

運動を文字通り国民の黙共同”の事業として推進

することになった。日本のスポーツ振興法の，文

部大臣が計画を策定することとの対比を試みられ

たいo

　※林瑞枝著　1984年
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1　　　・

　　　～　　　　　　　　　　　　　 ■

　　　　　　　　　r研究年報・9醤4」訂正表

　　　　　　　　　　　　　　　　　潰

四左下から7行めそれが「日本近代化

　　　　　　　　　　　　世界史位置」だ。

p・11左下から4行め　。その成果が明治維新の

　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　．政界史としてでた。

p．30右下からク行め　　確定したらことである

　　　　・　正

そう・明らかにどちらか

に傾斜がかかっ

それが「日本近代化の世

『界史的位置」だ．

確1定したことである　　　＿、・


